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令和２年度 

第１回鶴岡公園環境整備懇談会 
 

令和２年 7 月 8 日（水）午後１時３０分～ 

鶴岡市勤労者会館 

  

１. 開 会 

２. 委嘱状交付 

３. 挨 拶 

４. 委員紹介及び定数報告 

５. 会長・副会長選出 

６. 報 告  

（１）鶴岡公園内堀浄化事業について 

 

 

 

７. 協 議  

（１）鶴岡公園正面広場整備計画について 

 

 

 

（２）桜等樹木の更新計画について 

 

 

 

８. その他  
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鶴 岡 公 園 環 境 整 備 懇 談 会 会 則 
 

 

  （名称） 

第１条 本懇談会は、鶴岡公園環境整備懇談会という。 

 

 （目的） 

第２条 本懇談会は、城址の杜鶴岡公園を市街地の良好な緑地空間として保全するため、市       
が行う環境整備並びに管理・運営について、必要な提言を行うことを目的とする。 

 

  （会務）         
第３条 本懇談会は、前項の目的を達成するため次のことについて協議する。 

（１）公園施設の整備計画に関すること。 

（２）樹木の保全と補植に関すること。 

（３）公園施設の管理・運営に関すること。 

（４）その他必要な事項 

 

 （懇談会の構成） 

第４条 本懇談会は、各種団体役員、有識者、公募委員で構成する。 

 ２  懇談会に、会長１名、副会長２名を置き、委員の互選により定める。 

 

  （役員の職務） 

第５条 会長は、この会を代表し、会務を統轄する。 

 ２  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その   

職務を代行する。 

 

 （委員の任期） 

第６条 委員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

 ２  補欠又は、増員により選任された委員の任期は、前任者又は、現任者の残任期間   

とする。 

 

 （会議） 

第７条 懇談会は、会長が招集し、会議の議長となる。 

 ２  懇談会は、委員の２分の１以上の出席がなければ、開会することができない。 

 

 （事務局） 

第８条 本懇談会の事務局は鶴岡市建設部都市計画課に置く。 

 

  （その他） 

第９条 この会則に定めるものの他、懇談会に関し必要な事項は会長が定める。  
 

  附則 

        この会則は、平成３年６月２６日から施行する。  
    この会則は、平成２５年５月２８日から施行する。 



鶴岡公園環境整備懇談会
鶴岡公園内堀水質浄化事業について

鶴岡市都市計画課

令和２年７月８日

会議資料－１

【 報 告 】



観賞池、バラ園の整備計画
大型バス及び車椅子利用者専用
の駐車場を、土塁の復元を石積
みにより表現、一部を芝生化す
るなどできる限り歴史的景観に
配慮した整備を行う。

※実施済み
大型駐車場・車椅子利用者駐車場
整備（H24年度）

トイレの配置及び
デザイン計画

城址公園にふさわしい景観に配慮
したトイレの整備を行う。５個所
あるトイレを４カ所に統合し１個
所減らすものの、男女兼用から個
別にするなど利便性の向上を図る。
※実施済み
①護国神社脇トイレ：撤去（廃止）
②鳥小屋脇トイレ：場所替（廃止）

→市民の森へ新築（H23年度）
③鶴工脇トイレ：改築（H23年度）
④稲荷神社脇トイレ：現状維持
⑤疎林広場脇トイレ：現状維持

誰もが利用しやすい園路等
の整備計画
①移動等円滑化園路の舗装整備に
ついて歴史的景観に十分配慮を
行った仕上げ材を選定し、移動等
円滑化園路を整備する、合わせて
休養施設や便益施設を整備する
②正面広場の舗装整備について
（県道拡幅）
県道拡幅の際に道路の線形計画上、
公園内に歩道（園路）を設ける形
で歩行者の安全確保を図る必要が
あることから既存の樹木（松）を
活かした歩道（園路）整備を行う
①参道石張舗装整備（H26年度）
園路アスファルト舗装整備

（H25年度）
②正面広場基本計画と合わせて計
画策定

猿舎・禽舎・正面広場、子供
遊具広場の整備計画

猿舎、禽舎、遊具などの施設は全て
撤去、土塁をイメージした広々とした
花と緑のやすらぎ広場として整備を
行う。
猿舎はH24年度、禽舎はH25年度
に解体済み。
遊具は危険なものから順次撤去して
いる。
Ｈ29正面広場整備基本計画作成。

濠の水質確保
城下町としてのおもむき等地域特性
と地方都市的機能が調和した魅力
ある定住環境の形成を目指し、景観
構成要素として清涼な水面の確保
を行う。
①青竜寺川からの取水量を増やす
等の対応を可能な限り実施する。
②落ち葉などが濠底に蓄積しないよ
う、落ち葉回収に努める。
③さまざまな水質浄化方法を試行し、
経済的かつ効率的な方法を模索す
る。

①環境用水としての必要流量の検
証を行うため試験通水を実施中、得
られたデータを検証・精査のうえ更
なる流入水量の確保を図る。
②定期的に落ち葉回収等は行って
いるものの、堆積汚泥の抜本的な低
減にはつながっていない。

樹木の老木化対応計画

桜名所百選」に選ばれた公園で
あることを踏まえ、堀端の桜並
木は現状保存に努め、低木類を
混植し緑豊かな雰囲気を醸成す
る。
腐朽化が進んだ桜は、将来の樹
木間距離等を見据え、適度な間
隔で新たに植え替えを行う。

桜更新計画策定中

■これまでの取組み① H24.3策定北ﾌﾞﾛｯｸ（歴史文化ｿﾞｰﾝ）整備計画について

１



２．水流発生機の設置経過

２

■これまでの取組み② 堀水質浄化の取り組み経過

配電盤200v

配電盤200v

（新規）

配電盤200v

（新規）

①平成３０年１０月～１１月

〇水循環・浄化装置による水質

浄化の検討

④令和元年１０月～令和２年３月

〇水流発生機設置

（内堀西側５基）

③令和元年８月～１２月

〇水流発生機設置による効果の

検証

②平成３１年４月～令和元年８月

〇水流発生機設置

（内堀東側３基）

②水流発生機の設置
○水中撹拌機 1機
○水流発生機 2基
○制御盤 1面

④水流発生機の設置
○水流発生機 5機
○制御盤 2面

内堀排水口に向けた水流発生機
を設置、水の流れを作り出すこと
で滞留によるアオコの発生などを
予防する。

１．水流発生機の設置目的



◆水流発生機設置の効果検証について
農業用水の流入の有無及び水温の高低期における水流発生機設置の効果の検証を行いました。

〇効果の検証について
・期 間 令和元年８月１９日～令和元年１２月２７日（月１回毎の計５回）
・調査個所 ⅰ越冬堀噴水前 ⅱ越冬堀放流口前 ⅲ護国神社西側

・検証内容 ⅰ水流発生状況及び堀内の水の流れの変化の調査

ⅱ水質改善状況の調査

ⅲ藻及びアオコの発生状況の確認

３

■これまでの取組み③ 水流発生機設置の効果検証について

〇調査結果について
ⅰ流速・水の流れについて
・水流発生機より5m周辺までは目視でも流れが確認できた。
・８月調査時に内堀東側に溜まっていたアオコや浮遊ゴミが、９月以降はほぼ西側に移動、
内堀内の水循環促進の効果があったと考えられる。

ⅱ水質浄化効果の検討
・水流発生機を設置した内堀東側では、有機汚濁物質濃度の上昇が抑えられたが、西側では
例年並みの濃度であった。

・浮遊物質が東側がやや多くなっており、底土の巻き上げの影響が考えられた。

次年度以降には内堀西側にも水流発生機が設置される予定であり、今後さらに水質評価指標
の考察を進め、堀内の水流解析を行うことによって、より効果的に放流口への流れをつくり、
水循環・物質循環を促進できるようになるものと考えられる。



■令和2年度の取組み 水流発生機設置事業最終年度設置内容

令和２年８月～

〇水流発生機設置

（内堀西側４基)

水流発生機設置事業
【設置合計】

○撹拌機 1機
○水流発生機 11機
○制御盤 3面

４



１．令和元年度の取り組み

１）県建設業協会鶴岡支部青年部と鶴岡工業高校生徒による

ボランティア作業

①実施日 令和元年７月２３日

②実施個所 菖蒲園周辺

２）鶴岡公園維持管理業務による浚渫作業（シルバー人材センター）

①実施日 令和元年７月２６日

②実施個所 菖蒲園周辺

５

■水質浄化のその他の取組み

◎堆積した泥の浚渫
ボランティア作業等による泥の浚渫や、日常の維持管理による水質浄化の取り組み

〇堀全体の堆積量からすればわずかではあるが、継続して泥の浚渫を行い、水質
浄化につなげたい

２．令和２年度の取り組み

１）県建設業協会鶴岡支部青年部によるボランティア作業

①実施予定日 令和２年７月２２日

②実施個所 菖蒲園周辺

２）鶴岡公園維持管理業務による水質浄化向上に向けた取り組み

①通常の維持管理業務における水質汚濁原因の除去（堀にたまる枝や葉、花などの回収）

②状況により泥の浚渫作業の実施



参 考 資 料



図１ 鶴岡公園導水経路図

◆参考資料１ お堀の状況について 大道堰からの導水について

1

位置 面積ｍ2 水深ｍ 貯水量ｍ3
計画導水量 m3/秒
目標値:令和元年実績

入替日数 日
目標値：令和元年実績

内 堀 11,223 0.50～1.00 8,962 0.03：0.009 3.46：10.7

外 堀
百間堀

15,513 0.50～1.20 10,351 0.023：0.023 5.21：5.21

１）お堀の容積と大道堰からの導水量（令和元年度）

●大道堰からの導水量が少ないため、水の入れ替えに時間を要している（内堀）



２）平成３年度及び平成２９年度から３ヶ年の内堀の水質分析結果の比較

項目基準
値

H3年 H29年 H30年 R1年

8月 8月 9月 10月 8月 9月 10月 8月 9月 10月

PH
6.5～
8.5

9.7 7.6 7.8 9.0 7.0 7.6 7.3 7.3 7.2 8.6

SS
(mg/L)
15以下

69.0 10.0 12.0 23.0 12.0 11.0 22.0 21.0 11.0 20.0

COD
(mg/L)
5以下

16.8 6.3 6.7 13.0 5.5 7.1 11.0 9.2 6.1 11.0

BOD
(mg/L)
5以下

13.6 2.9 3.1 6.7 2.6 4.0 7.4 5.8 3.1 6.0

☆水質について
〇大道堰から通水実施前の平成３年度から比較すると、全体的に水質の改善がみられる
〇大道堰が通水停止し、内堀への流入水が停止する１０月に水質が悪化する傾向にある

（濁りの発生、滞留時間の増加＝アオコ発生の原因）

２

◆参考資料２ お堀の状況について 内堀の水質について



１）堀の水深・堆積物の状況
内堀の水容量と堀底部の状況把握のため、水深及び堆積物の調査を行った結果は下記のとおり

でした（平成３０年度調査）

番号 場所 水深(cm)
堆積物
（cm）

備考

①

内

堀

菖蒲園 34 76

② 西側（北） 64 79

③ 西側（南） 59 76

④ 南側（西） 50 101

⑤ 南側（中） 62 85

⑥ 南側（東） 59 77

⑦ 東側 73 22

図２ 水深・堆積物調査個所図①②

③

④
⑤

⑥ ⑦

３

◆参考資料３ お堀の状況について 内堀の堆積物の状況

●菖蒲園周辺の堆積物が多い。内堀の上流部にあたる
ため、泥の堆積は堀全体の水質悪化につながる。

●水流の確保と浄化を図るため堆積物の除去が必要。

大道堰から導水した水の流れ



鶴岡公園環境整備懇談会
鶴岡公園正面広場整備計画について

鶴岡市都市計画課

令和２年７月８日

会議資料－２



■これまでの取組み① 鶴岡公園正面広場・周辺道路整備計画について

第１回鶴岡公園環境整備懇談会

●鶴岡公園内堀周辺道路
【計画の対象区域】 致道博物館前交差点から検察庁鶴岡支部前交差点までの市道鶴岡公園新形町線（Ｌ＝約５００mの区間）
【計 画 の 背 景】 沿道に高校が立地しており通学する学生による歩行者や自転車通行が多いものの歩道が無く直線的な道路線
形のため自動車の通行速度が高いことから安全上の課題がある。また、鶴岡工業高校付近のカーブ部はボトルネックとなっており
特に歩行者空間が確保されず危険なことから狭隘部の拡幅整備及び歩車分離の安全対策を行う。また、本路線は荘内大祭の大名行
列が練り歩く鶴ヶ岡城址内堀の歴史的景観を構成する重要な道路であることから城下町らしさを演出する修景整備を行うもの。

●鶴岡公園正面広場
【計画の対象区域】 鶴岡公園北ブロックの南東地区（整備面積Ａ＝２，３００㎡）を計画区域とする。
【計 画 の 背 景】 平成24年３月に策定した「鶴岡公園基本計画に基づいた北ブロック（歴史文化ゾーン）整備計画」により、禽
舎前広場を鶴岡公園正面広場と位置づけ、市民・観光客で滞留し賑わう広場の整備について隣接する都市計画道路「3.4.9道形黄金
線」の拡幅工事に時期を合わせて歩道等園路整備を含めた整備を行うもの。 1



平成２９年
８月３日

□第１回鶴岡公園環境整備懇談会
〇鶴岡公園整備基本計画策定経過及び実施状況について
〇ワークショップ形式による鶴岡公園全体及び正面広場、周辺
道路のあり方について意見交換

〇出席者：鶴岡公園環境整備懇談会委員 １２名

平成２９年
７月２５日

■鶴岡公園及び周辺道路に係る意見交換会
〇鶴岡公園及び周辺の整備に係る意見交換
〇出席者：鶴岡商工会議所観光部会、鶴岡観光協会等

平成２９年
１０月２８日

□鶴岡公園、公園周辺道路ワークショップ
〇鶴岡公園正面広場及び公園周辺道路基本計画に関する市民意見
の収集

〇出席者：懇談会委員・市民 １２名

平成３０年
２月７日

□第２回鶴岡公園環境整備懇談会
〇鶴岡公園正面広場整備基本計画・公園周辺道路整備基本計画
について、鶴岡公園整備基本計画の見直しについて

〇出席者：鶴岡公園環境整備懇談会委員 １１名

平成３０年
１０月２５日

■鶴岡公園及び周辺道路に係る意見交換会
〇鶴ケ岡城についての勉強会
〇鶴岡公園及び周辺の整備に係る意見交換
〇出席者：鶴岡商工会議所観光部会、社会基盤整備委員会、

会員事業所、鶴岡観光協会等

令和元年
１０月４日

■駅前・商店街・城下町 夢のあるまちづくり懇話会
〇鶴岡公園及び周辺地区の今後のありかたに係る意見交換
〇出席者：懇話会委員

第１回環境整備懇談会・
ワークショップ

鶴岡公園・公園周辺道路
ワークショップ

第２回環境整備懇談会

【 経 過 概 要 】

■これまでの取組み② 鶴岡公園正面広場整備基本計画策定の経過

2



■これまでの取組み③ 鶴岡公園正面広場整備基本計画【整備方針】

◎鶴岡公園正面広場整備計画【整備方針】

１．歴史的痕跡を感じ取れる表現
➣ 城址の雰囲気にふさわしい、風格ある城址公園としての正面広場

の整備

２．日常的な“場”となる設え
➣ 市民も観光客も、気軽に利用できる休憩スペースなど多様な場づくり。
➣ 夜間でも安心して利用のできる照明の配置

３．多様な主体を巻き込んだ“場”づくり
➣ 子どもの遊び場やイベントなど、多様な主体により活用される場

づくり

４．イベント等ニーズへの対応
➣ 日常的な利用のほか、休日などには

キッチンカ―等によるミニイベント
が開催しやすいスペースの確保と、
対応する設備（給排水・電気）の
設置。

3



■これまでの取組み④ 鶴岡公園正面広場整備基本計画（平面計画図）

年度 平成29年度 平成30年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度

基本計画

現地測量

実施設計

整備工事

整備スケジュール

4
(平面計画図)



■今後の取組み① 計画の具体化のためのワークショップの進め方（案）

鶴岡公園正面広場整備基本計画

１回目のワークショップ
の意見を取りまとめ

第２回ワークショップに
向けた素案を作成

市民ワークショップ
意見収集（第１回）

第２回
懇談会

詳細平面計画

利活用方法

詳細平面計画・利活用
について確定

（実施設計に反映②）

市民ワークショップ
意見収集（第２回）

第１回
懇談会

（実施設計に反映①）
【 目 的 】

整備計画による整備方針
について、広く市民・関
係団体等と意見交換を行
い実施設計に反映させる

正
面
広
場
整
備
「
実
施
設
計
作
成
」

観光・まちづくり関係者

子育て・女性・若者団体

歴史・文化財関係者

一般公募

【
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

参
加
者
構
成(

案)

】
5



会議名 会議の概要 目的・成果

第１回環境整備懇談会

（７月８日）

・平成２９年度策定の「鶴岡公園正面広場
整備基本計画」の内容の説明

・今後の進め方の説明・協議

・今後の進め方の確認

（共通認識）

第１回ワークショップ

（予定日）

８月１日（土）PM

・基本計画、テーマに沿った平面計画と利
活用方法等に対する意見交換

・公園広場整備について
①城址の雰囲気にふさわしい、風格ある広場とは？
②軽に利用できる休憩スペースとは？
③広場の整備にあたり、子どもの遊び場は？
④休日のミニイベントとは、どのようなイベント？

・周辺道路整備について

・平面計画の（形状・素材等）の
具体化

・整備後の利活用

・実施設計に反映(第１段階)

第２回ワークショップ

（９月予定）

第１回ワークショップの意見集約結果を反
映させた平面計画、利活用について

・内容の確認と修正

・整備内容と利活用の確認

・詳細計画の確定

第２回環境整備懇談会
（１０月予定）

ワークショップの意見を取り入れた計画案、
実施設計に対する意見交換等

・設計内容の決定

・利活用の確認

●令和２年度 懇談会・ＷＳスケジュール(案)

■今後の取組み② 令和２年度 懇談会・ＷＳスケジュール（案）

6



■協議事項① 鶴岡公園内にある金峯石について

●課題：鶴岡公園内にある金峯石について

7

ベンチとして活用

ベンチ・テーブルとして活用

ベンチとして活用



市民の森

①

②

③④⑤

⑥
⑦

⑧

⑨⑩

⑪

⑫

⑬

高山樗牛 胸像・碑・墓碑

●課題：高山樗牛像の移設について

8

今回の協議事項■協議事項② 高山樗牛像の移設について



参 考 資 料



５．平成24年3月 鶴岡公園整備基本計画に基づいた北ブロック（歴史文化ゾーン）整備計画書

◆参考資料１ 鶴岡公園整備基本計画に基づいた北ブロック（歴史文化ゾーン）整備計画書

1



鶴岡公園（北ブロック）整備計画平面図

◆参考資料２ 北ブロック（歴史文化ゾーン）整備計画平面図（平成24年3月策定）

2



鶴岡公園環境整備懇談会
桜等樹木更新計画について

会議資料－３

鶴岡市都市計画課

令和２年７月８日



１．これまでの経過

1

鶴岡公園の桜は、「さくら名所１００選」にも選定され、春には多くの来園者が訪れ賑わいをみせている一方、
植樹から１１０年余りが経過し、ソメイヨシノの寿命といわれる１３０年が近づき老朽化が進んでいる現状があり、
また、堀端については、将来を見据えて老いた桜の脇に若い桜を植樹していますが、適度な植樹間隔がとら
れていないため、樹木の生育に適しておらず、必ずしも全ての桜が健全で良好な状態であるとは言えない状
況となっています。
このことから、鶴岡市を代表するさくらの名所として次世代に伝えるため、桜の再生に向けた更新計画を策
定することとし、令和元年度に樹木の更新方針をまとめました。

■これまでの取組み① 鶴岡公園桜等樹木更新計画について

２．計画の位置付け

〇鶴岡公園整備基本計画での位置付け
１）昭和５８年鶴岡公園整備基本計画での植栽計画

・植栽は、既存の状態をできるだけ損なわないことを原則とし、堀端の桜並木などは現状維持に努める
ほか、ツツジなど低木を適当に混在させて桜の根回りを保護する。

２）平成１２年鶴岡公園整備基本計画での修景計画
・堀端の桜並木は現状保存に努力する他、低木類を混栽し緑豊かな雰囲気を醸成する。

３）平成２４年鶴岡公園整備基本計画に基づいた北ブロック(歴史文化ゾーン)整備計画
・腐朽化が進んだ桜は、将来の樹木間隔を見据え、適度な間隔で新たに植え替えを行う。



３．Ｈ３０年度 樹木調査内容及び結果

2

１）調査範囲
特に老木化の進んでいる鶴岡公園北ブロックを、１０ブロックに細分化し調査（樹木番号設置）

２）調査の内容
(ｲ)植栽現況調査
・品種及び推定樹齢、樹高、幹周、枝張り、植栽状況を調査しました。

(ﾛ)樹木の状態調査
・樹勢及び樹形の調査結果に基づき、活力判定を４段階で評価しました。

(ﾊ)健全度調査
・病害虫及び枯枝、開口空洞等の調査に基づき、外観判定診断判定を４段階で評価しました。

(ﾆ)総合評価
・上記調査結果に基づき、総合判定を４段階で行いました。

３）調査結果
Ａ判定（健全）の樹木は全体の約３割であり、残りの７割の樹木は不定根や膏薬病等の被害が見受けら
れました。また、倒木等の危険性のあるＢ２（著しい被害がある）及びＣ（不健全）の樹木が、全体の約１割と
なっています。

■これまでの取組み② 鶴岡公園桜等樹木更新計画について

総合評価／ブロック A B C D E F G H I J 全体 

A （健全か健全に近い）  29 32 40 9 10 16 8 7 3 6 160（30.6%） 

B1 （注意すべき被害がある） 46 37 38 48 3 38 50 14 23 17 314（60.2%） 

B2 （著しい被害がある） 16 10 5 3 0 3 2 0 2 0 41 (7.9%) 

C （不健全） 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 7 （1.3%) 

計 93 80 86 60 13 57 61 21 28 23 522      

 



■これまでの取組み③ 鶴岡公園桜等樹木更新計画について

3

品　種 本数 表示

ソメイヨシノ 500 ○

シダレザクラ 11

ヤエザクラ 8

オオヤマザクラ 2

エドヒガンザクラ 1

計 522

総合判定 本数 表示

Ａ 160 ○

Ｂ1 314 ○

Ｂ2 41

Ｃ 7

計 522

鶴岡公園北ブロック桜配置図
品　種

ソメイヨシノ

シダレザクラ

ヤエザクラ

オオヤマザクラ

エドヒガンザクラ

計

総合判定

Ａ

Ｂ1

Ｂ2

Ｃ

計Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｈ

Ｉ

Ｊ

■鶴岡公園北ブロック 桜配置図



４．樹木の更新方針について

4

調査結果等を踏まえ、昨年（令和元年）度の鶴岡公園環境整備懇談会において、以下の樹木更新方針を
確認しました。
■樹木更新方針

■これまでの取組み④ 鶴岡公園桜等樹木更新計画について

期間 内容

①年間作業

（維持管理）
通年 病害虫防除、木材腐朽菌（膏薬病等）対策、施肥、胴吹き等除去、剪定等

②短期的作業
2～3年
（R2～）

判定B2,Cの伐採と補植

③中期的作業
3～5年
（R3～）

萌芽更新（ﾋｺﾊﾞｴ等の育成）、不定根誘導

④長期的作業
10年～
（R4～）

品種転換

昨年度までに確認した「更新方針」を実行するプランの検討を行い、
実施プランを加えた『鶴岡公園桜等樹木更新計画』の策定を行いま
す。

令和元年度まで

令和２年度から



５．実施プランの検討内容

5

（１）将来像（目標）の設定
短期的作業で補植を行うにしても、その品種が確定していないことや、公園全体のゾーニング（品種、配
置）が未設定であることから、公園樹木の将来像（目標）の設定を行います。

（２）作業項目の具体化
方針で定められた各作業項目について、実現可能な作業時期や場所、実施者及び手法等を記載し、
具体的な計画とします。

■協議事項① 鶴岡公園桜等樹木更新計画（素案）

６．実施プランの考え方

（１）将来像（目標）の設定 ≪更新方針：長期的作業（品種転換）≫
・品種をブロックごと又は視点場ごとに転換
・植栽箇所の気象条件等に適した品種を選定

開花時期が異なり、長く桜の花を楽しめる公園

①将来像の基本的考え
現在多く植栽され、鶴岡公園の桜のイメー
ジとして市民からの印象の強い「ソメイヨシ
ノ」をメインとした公園とし、既存のソメイ
ヨシノを保全しながら、調査により倒木等の
危険性が高いと判断された桜は伐採し、且つ
植栽間隔を確保しながら植替えを行っていき
ます。
②品種選定
現在の桜並木の景観を保持していくため、
植替え品種についてもソメイヨシノを選定し
ますが、現状の植栽間隔が狭いことによりソ
メイヨシノのような大きな樹種については根
を十分に伸ばせないことから、状況によって
は、類似品種のコシノヒガンなどの比較的中
型の品種も選定することとします。 図１ 桜のグループ分け



6

■協議事項② 鶴岡公園桜等樹木更新計画（素案）

③植栽間隔
現況は植栽間隔が近いことから隣同士の
枝が密接しています。また、危険木等の伐
採をした場合、同箇所に補植しても植栽間
隔が近いことから若木の成長に影響がある
ことから、植栽間隔が概ね８ｍ以上になる
よう調整しながら実施します。

図２ 植栽間隔のイメージ

図３ 公園樹木ゾーニングイメージ

④全体ゾーニングイメージ
イ）北ブロック
将来像の基本的な考えを踏まえて、北ブ
ロックについては、ソメイヨシノを楽しむ
エリアとし、また、神樹やカリン、ベニか
えでなど９０種以上の樹木が連ねる現在の
市民の森エリアを、森を楽しむエリアとし
ます。

ロ）南ブロック
タウンキャンパスやアートフォーラム等のあ
る南ブロックについては、既存の樹木を保存
しつつ、寄付等による植樹を基本とした多様
な桜を楽しめるエリアとします。



7

（２）作業項目の具体化（実施計画）
各作業項目ごとに、作業時期や場所、実施者及び手法等について、以下のイメージでまとめます。

■協議事項③ 鶴岡公園桜等樹木更新計画（素案）

③植栽間隔
現況は植栽間隔が近いことから隣同士の
枝が密接しています。また、危険木等の伐
採をした場合、同箇所に補植しても植栽間
隔が近いことから若木の成長に影響がある
ことから、植栽間隔が概ね８ｍ以上になる
よう調整しながら実施します。

公園樹木ゾーニングイメージ

実施計画作成イメージ
１．年間作業（病害虫予防、膏薬病等対策、施肥、胴吹き枝等除去、剪定）

２．短期的作業（伐採・補植）

①病害虫予防 時期：６月下旬、他随時
内容 １）薬剤散布

・食害虫（アメリカシロヒトリ等）の予防、駆除を目的に、薬剤の散布を行う。
２）切除

・テングス病等の被害の出た枝葉の部分を切除し、病害の拡大進行を抑制する。

実施者 １）業者委託

２）ボランティア活動

①伐採・補植 時期：令和２年度～
内容 １）伐採

・調査により不健全な桜の伐採を行う。また、隣接の桜の樹勢を確認しながら、植
栽間隔がせまく生育に影響する場合も伐採を行う。

２）補植

・植栽間隔が８ｍ以上確保できる場合は補植を行う。なお、隣接する樹木の葉張
りに応じて、小型品種を捕食することを検討する。

実施者 １）業者委託
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（１）計画構成のイメージ
昨年度取りまとめた更新計画に下記の項目を追加して作成します。

（２）計画の策定方法

上記の案による「鶴岡公園桜等樹木更新計画』を、次回懇談会（令和２年１０月予定）までに取りま
とめし素案を作成し、懇談会において協議のうえ更新計画の策定を行います。

■協議事項④ 鶴岡公園桜等樹木更新計画（素案）

公園樹木ゾーニングイメージ

７．鶴岡公園桜等樹木更新計画の構成イメージと策定方法

第１章 計画の概要

第２章 桜調査結果

第３章 鶴岡公園の桜等更新方針

第４章 将来像の検討

第５章 実施計画

第６章 今後の予定

第１章 計画の概要

第２章 桜調査結果

第３章 鶴岡公園の桜等更新方針

第４章 今後の予定

〇これまでの計画構成 〇今年度作成計画構成案

追加項目



鶴岡工業高等学校

■その他 鶴岡公園・周辺道路スーパー防犯灯の撤去について

鶴岡南高等学校

◎令和2年度スーパー防犯灯の撤去について

公園内

スーパー防犯灯の

設置個所

防犯灯

防犯カメラ・回転灯

緊急通報装置

資料－４

〇平成１４年３月に犯罪の予防の目的と

緊急時の通報装置として、鶴岡公園内と

鶴岡工業高校～朝暘第三小学校間の道路に、

防犯カメラ・緊急通報装置の機能が備わっ

た防犯灯が、山形県警により１９基設置さ

れた。（うち公園内 ４基）

鶴岡北高等学校

朝暘第三小学校


